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『花火による火災の防止』

　新型コロナウイルスに限った話ではありませ
んが、うがい手洗いは感染予防に非常に有効な行
動です。
　人は無意識に1時間あたり数十回顔に手をあて
ると言われています。
　素手で何かに触れた後や、外出先から帰ってき
たら、必ず真っ先にうがい手洗いをしましょう。

　夏を間近に控え、花火を楽しむ季節がやってき
ました。しかし、花火は取り扱いを誤ると火災や
火傷などの事故につながる危険なものでもあり
ます。
　子どもだけで花火をすると大変危険です。花火
をするときは必ず大人が付き添い、子どもの手の
届かないところに花火を保管するようにしてく
ださい。子どもに正しい火の取り扱い方法を教
え、花火や火遊びによる火災を防ぎましょう。

うがい手洗いを徹底しましょうルールを守って楽しい花火を

〜花火で安全に遊ぶポイント〜
①子どもだけでの花火はしない。
②風が強い日には花火はしない。
③周囲に燃えやすいものがなく、広い安全な

場所を選ぶ。
④取扱説明書をよく読み、注意事項を守る。
⑤水が入ったバケツなどを用意し、使用後は

水につける。

伊達警察署 からのお知らせ ☎ 22-0110

【採用予定人数】
　男性A区分35名程度、男性B区分115名程度
　女性A区分15名程度、女性B区分 35名程度

【受験資格】
　Ａ区分～学校教育法による大学（短期大学を除

く。）などを卒業した者（令和5年3月末日まで
に卒業見込みの者を含む。）

　Ｂ区分～Ａ区分以外の者
【年齢】
　平成2年4月2日から平成17年4月１日までに

生まれた者（令和５年４月１日現在で18歳以上
33歳未満）

【受付期限】
　8月19日（金）まで
　第1次試験：9月18日（日）

北海道警察官募集中 夏の交通安全運動の実施
〜確認の甘さが苦い事故を呼ぶ〜
　夏の交通安全運動は７月13日（水）から22日（金）
の10日間実施され運動重点は、
・飲酒運転の根絶
・バイク、自転車の交通事故防止
・スピードダウンと全席シートベルト着用
・子どもと高齢者の交通事故防止

飲酒運転の根絶
飲酒運転は重大な犯罪！
　飲酒運転をなくすためにも、運転する者が飲酒運
転は絶対にしないという自覚を持つことはもちろ
ん、道民一人一人が飲酒事故に関心をもち、飲酒運
転を許さない環境を作ることが重要です。

豊浦消防団 （6月１日現在）
消防団本部 9名
第1分団（本町地区） 35名
第2分団（大岸地区） 14名
第3分団（礼文華地区） 20名
定員85名 計78名

豊浦町火災・救急発生件数
 5月 ●火災件数   0件（累計 　 2件）

●救急件数 16件（累計　80件）


